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令和３年度の地域保健施策及び保健活動の推進に関する要望書 

  

地域保健福祉行政の推進につきましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く

お礼を申し上げます。 

我が国は世界に類を見ない少子高齢化の時代に突入し、現役世代が減少する

中で、社会保障を維持し国民の生活と健康を守っていく難しい舵取りが求めら

れている状況です 

そのような中で保健師は、健康寿命の延伸、地域包括ケアの推進、高齢者の

保健事業と介護予防の一体的取組み、児童虐待防止、健康危機管理への対応、

心の健康づくりや自殺防止、難病等の支援、被災者支援など、様々な健康課題

に日々、尽力しています。 

これまでも保健師は、住民が自らの健康を獲得し、健全な生活を維持できる

よう、個人や地域の健康課題に合わせ支援を重ねてきました。中でも、虐待や

生活困窮などの難しい生活支援の場面では官民を超えて連携し、迅速、柔軟に

動いてきました。また、地域包括ケアの推進では専門機関や地域住民等による

ネットワークを形成し、災害対応では医療体制に関する調整のマネジメントや

避難所支援などに主体的な行動で臨んできました。まさに現在は、新型コロナ

ウイルスの終息を目指し、全国の保健師が発生初期から最前線で感染拡大防止

の知識と技術を発揮しながら活動しています。 

全国保健師長会としましても、保健師の育成と体制の強化に向けた取組みを

推進し続けてきており、今後も、全国の保健師業務を支援し、地域住民の健康

づくりに寄与するとともに、さらには、我が国の公衆衛生の向上に資すること

ができるよう努めていく所存です。 

 

今回、全国保健師長会では、地域住民が健やかで生きがいを持ち、安心して

生活できる、地域社会の創造を目指し、全国の保健師の実践を通じた視点から、

地域保健福祉政策のさらなる充実に向けた要望を取りまとめました。 

 

厚生労働省各課室におかれましては、ご多忙と推察しますが、ご検討の上、

積極的な措置を取っていただくよう要望させていただきます。 

 

 

                      全国保健師長会 

                       会長 清田 啓子 
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Ⅰ 重点要望 

 １ 市町村における統括的な役割を担う保健師の育成と配置 

（健康局健康課） 

 

（１）統括的な役割を担う保健師やその補佐をする保健師を育成するため

のキャリアラダーに基づいた研修を引き続き実施していただきたい。 

（２）統括的な役割を担う保健師の力量を形成するために必要な研修受講

にかかる費用について、補助いただきたい。 

（３）保健師の保健活動や統括的な役割を担う保健師の活動を推進してい

くためには、統括的保健師の配置について自治体の理解と承認が不可

欠であるため、厚生労働省から自治体首長に向けて発信を行っていた

だきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」（平成 28

年 3 月）にて、標準的なキャリアラダーが示され、各自治体においても人

材育成を目的とした研修体制構築に努めている。また、厚生労働省が開催す

る市町村保健師管理能力育成研修等のリーダー層の保健師育成の研修に基

づき、自治体においては災害対策や地域の健康課題への取組みを行う上での

統括保健師の役割の重要性を認識し、統括保健師を補佐する役割を果たす保

健師とともに育成に取組んでいる。 

そのような中、令和 2 年度から「市町村保健師管理者能力育成研修」は、

各都道府県で開催するよう求められているところであるが、地域によっては

要件を満たす講師やファシリテーターの確保が困難な自治体もあるため、標

準的なプログラムを着実に実施できるよう、講師の派遣や研修実施ガイドラ

イン策定等の取組について、検討していただきたい。 

また、厚生労働省において、保健師がマネジメントとリーダーシップを発

揮できるよう、キャリアラダーに基づく研修を引き続き実施していただきた

い。 

 

（２）令和 2 年 3 月 31 日付け健発０３３１第５５号で厚生労働省健康局長か

ら「地域保健医療等推進事業の実施について」通知があったが、国立保健

医療科学院が実施する研修への受講機会の確保においては、公衆衛生看護

研修（中堅期・管理期）は含まれているが、公衆衛生看護研修（統括保健

師）は含まれていない。保健師活動指針の主旨を踏まえ、公衆衛生看護研
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修（統括保健師）への保健師派遣経費についても補助いただきたい。 

 

（３）令和元年度の保健師領域調査（厚労省）によれば、統括保健師を配置し

ている自治体は、市町村で 851 か所（48.9％）と半数に満たない現状にあ

る。統括保健師の配置の必要性について、各自治体に働く保健師が自ら要求

することによって、組織の認識を変えていく方法もあるが、全国での配置を

さらに促進するためには、政令指定都市幹部会や保健所長会議などで、厚生

労働省から自治体に向けて発信を行っていただきたい。 
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２ 自治体保健師の地域活動を重視した人材確保と配置への支援 

（健康局健康課） 

 

（１）自治体において、保健師の地域活動に着目した人材確保及び配置が

なされるよう支援していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）地域保健活動においては、保健福祉サービスを住民に提供するだけでは

なく、組織横断的な連携・協働により、住民と共に地域資源を生み出し、つ

なげ、支える互助・共助のしくみを創っていくことが重要であり、各自治体

の保健師は地域包括ケアシステムの構築をはじめ、世代や分野を超えてつな

がる「地域共生社会」の実現を目指した様々な取り組みを進めている。 

今後も、このような活動を推進し、新たな政策課題に対応していくため、

各自治体においての創意工夫と併せて、財政や人員の確保が必要である。 

厚生労働省においては、保健師が地域活動を重視した取り組みを継続でき

るよう、引き続き人材確保と適正な人員配置の推進に取り組んでいただくと

ともに、保健医療福祉に関連する政策について、適時に情報発信いただき、

各自治体で取組みを推進できるよう御支援いただきたい。 
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Ⅱ 施策別要望 

１ 感染症対策 
 (健康局結核感染症課) 

 

（１）感染症発生時に迅速かつ適切に保健師活動を実践できるよう、保健

師の人材確保及び育成等にかかる予算の充実を図っていただきたい。 

（２）外国人労働者の結核罹患者が治療完遂に向け、適切な支援が受けら

れるとともに結核の蔓延を防止するため医療通訳の確保や翻訳システ

ムの充実を図っていただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１） 現在も対策が続く新型コロナウイルスの感染症や、エボラ出血熱、MERS

など海外でアウトブレイクした感染症、麻疹や結核などの例年国内発生のあ

る感染症に、保健師が迅速かつ適切に対応するために人材確保及び育成等に

かかる予算の充実をお願いしたい。 

また、増加している梅毒の対策については、各自治体が必要としている啓

発資材や広報活動の予算を確保するため、特定感染症等事業の拡大・充実を

図っていただきたい。 

 

（２）外国人労働者の受け入れ促進の流れで、結核高蔓延国からの 20 代の若

者の受け入れが増加しており、入国後の発病や、日本語学校における集団感

染事例が複数例発生している。日本語によるコミュニケーションが困難な場

合は、翻訳の資料等を活用して支援にあたっているが、疾病や治療、結核管

理についての理解を得るには不十分な状況で、治療中断に至る事例もある。 

そのため、治療完遂に向け、多言語に対応できる医療通訳や翻訳システム

の充実をお願いしたい。 
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２ 母子保健施策及び児童福祉施策 

（子ども家庭局母子保健課） 

（子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室） 

 

（１）妊産婦相談や産後うつ支援、児童虐待防止等において、母子保健分

野と精神科医療等との連携強化について働きかけを引き続き行ってい

ただくとともに、医療法等への産後ケアの推進の位置づけや産後ケア

を支援する人材確保について検討いただきたい。 

（２）妊娠、出産、子育てにまつわる教育や性教育、命の教育の必要性に

ついて広く認識を高めるため、厚生労働省と文部科学省の連携強化を

図っていただきたい。また、その役割を担う人材育成や性教育プログ

ラムの開発も含めた研究等を進めていただきたい。 

（３）日本で生活する在留外国人について、日本人と同様に医療、保健、

療育などが受けられるよう、保護者向けの通訳や翻訳システムなどの

充実を図られたい。 

（４）外国人労働者の増加に伴い、在留外国人の子育て家庭が増加してい

る。今後、支援ニーズがより一層高まることが予想されることから、

現状分析とともに支援の整備について検討していただきたい。 

（５）児童相談所において、保健師の専門性を十分活かせるような保健師

配置を促進していただきたい。 

（６）児童虐待防止対策にかかる人材確保や人材育成の強化を図っていた 

だきたい。 

また、児童虐待に係る親支援や地域づくりの取組を進めるとともに、

「市町村子ども家庭総合支援拠点」の設置が推進されるよう、先行地域

の取組事例について情報提供いただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）妊産婦の相談や産後うつ支援、児童虐待防止等の母子保健分野の課題に

おいて、精神科医療機関との連携が必須であるが、産後ケアの推進と医療法

との関係が明確でないことや、従事する専任スタッフの確保が難しいことな

どにより、連携が困難な医療機関がある。産前・産後ケアの全国的な展開に

向けて、これらの体制を整備し、精神科医療機関への働きかけを行っていた

だきたい。 
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（２）児童虐待対策において「予期しない妊娠/計画していない妊娠」への対応

が非常に重要な課題となっている。特に、若年妊娠では、養育能力の低さも

相まって児童虐待に及ぶ事例が少なくないため、中高校生に対し、妊娠や出

産、子育てにまつわる教育を行うなどの取組の充実が喫緊の課題である。 

そのため、母子保健と教育の現場が連携し、効果的・効率的に妊娠、出産、

子育てにまつわる教育や性教育、命の教育を実施するための環境整備につい

て、厚生労働省と文部科学省とのさらなる連携強化を図っていただきたい。 

   また、性教育プログラムの開発などの調査・研究を推進すると共に、予

防的な取り組みを担う人材育成を推進していただきたい。 

 

（３）現在、在留外国人は増加傾向にあり、国籍は東南アジア、南アメリカ他、

多様である。市町村では、子どもの権利擁護及び母子保健法の理念に基づき、

日本人と同様に必要な医療、保健、療育などのサービスが受けられるよう、

様々な調整を行っている。しかしながら、言語や文化、生活習慣の違いから

支援が困難な場合も少なくなく、対応に苦慮している。そのため、各自治体

が保護者向けの通訳や翻訳システムなどを活用できるよう支援をお願いし

たい。 

 

（４）改正出入国管理法の成立後、さらなる在留外国人の子育て家庭の増加が

見込まれ、支援ニーズがより高まることが予想されることから、早急に実態

把握を行うとともに、必要な母子保健等の支援整備に向けた検討を行ってい

ただきたい。 

 

（５）児童福祉法の改正に伴う児童相談所の体制強化策として、保健師の配置

が義務づけられ、医療知識を背景としたケース支援や医療機関との連携など

の役割が期待されている。保健師の専門性を十分に活かし、児童相談所の強

化及び虐待防止対策の推進に寄与できる配置の促進を御配慮願いたい。 

 

（６）児童虐待対策においては未然防止が極めて重要であるため、各自治体の

母子保健部門、児童福祉部門、教育関係機関が連携した予防策の実践が可能

となるよう、引き続き、厚生労働省において、省庁を超えた児童虐待防止対

策の推進方針を示していただきたい。 

また、親支援や親子を支える地域づくり等の取組を、虐待防止施策の一環

として位置づけるとともに、保健師の機能が有効に発揮できるよう、「市町

村子ども家庭総合支援拠点」の立ち上げ支援のマニュアル等に、保健師の役

割を示していただきたい。また、先行事例とその成果などの情報提供や研

修・人材育成を引き続き強化していただきたい。 
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３ 健康施策 

（健康局健康課） 

（健康局がん・疾病対策課） 

（保険局国民健康保険課） 

（労働基準局労働衛生課） 

 

（１）第 3 期がん対策推進基本計画の推進のため、検診項目ごとの効果等

を示したガイドラインを適宜見直していただき、市町村や職域でのが

ん検診受診率向上に向けた取組みへの支援をお願いしたい。 

（２）受動喫煙防止対策の確実な実施に向けて、自治体への技術的、財政

的支援を図っていただきたい。 

（３）健康寿命延伸を目指して、生活習慣病対策、介護予防、健康づくり

を有効に推進するためのデータ活用の支援をしていただきたい。 

（４）国における循環器病対策推進基本計画を早急に策定するとともに、

必要な財政上の措置をお願いしたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）平成 30 年 3 月閣議決定の第 3 期がん対策推進基本計画では、がん検診

の受診率向上対策、がん検診の精度管理、職域におけるがん検診を施策の柱

としている。市町村においては、がんによる死亡率を低下させるために、が

ん検診実施指針に示されている対策型検診の受診率向上に取り組んでいる

ところである。 

今後とも、市町村が科学的根拠に基づく検診を円滑に実施できるよう、検

診項目ごとの効果を明らかにし、対象年齢、精度管理、検査の利益･不利益

の明確化などについてガイドラインを適宜見直し、市町村のみならず各保険

者・検診実施機関・関係団体等にもお示しいただきたい。 

  

（２）2020 年 4 月 1 日に改正健康増進法が全面施行されたが、施設類型別の

対応は複雑なものとなっている。国において、引き続き関係機関・関係団体

への周知や情報提供に努めていただきたい。また、各自治体が円滑に取り組

めるよう、受動喫煙に関する情報発信や研修等の人材育成や、財政的支援等

を図っていただきたい。 

 

（３）国においては、健康寿命を延伸して平均寿命との差を縮小することを目

指し、糖尿病等の生活習慣病や透析の原因になる慢性腎臓病及び介護予防に

重点的に取り組むこととしている。 
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その中で保健師は、対象者を的確に選定し、地域特性を活かした効果的

な活動を実践することがますます重要になってきている。 

そこで、各市町村において、①特定健診の経年結果や医療データに基づく

住民の生活改善の促進、②ＫＤＢデータ等を基にした医療関係者との政策会

議、③健診やＫＤＢデータ等を基に対象者群を明確にした健康づくりと介護

予防の一体的取組みなどの効果的な保健師活動ができるよう、データ活用の

研修開催や環境整備支援をお願いしたい。 

 

（４）脳卒中・循環器病対策基本法は、平成 30 年 12 月 10 日に成立し、令

和元年 12 月１日施行された。国においては「循環器病対策推進協議会」を

設置し、第１期循環器病対策推進基本計画の策定を目指し、取り組んでいる

ところである。 

今夏に策定を目指している国の計画を踏まえ、都道府県においては、循環

器病対策推進協議会の設置、循環器病対策推進計画の策定等が示され、循環

器病の予防等の推進に係る施策の展開や人材育成、相談支援等の充実などの

施策を強化することとしているが、財政的な措置について示されていない状

況である。 

また、「循環器病対策推進協議会」では、第７次医療計画（都道府県策定）

の中間見直し、第８期介護保険事業計画（市町村策定）に盛り込むとの検討

がされている。具体的な計画の策定及び実施にむけ、各自治体への必要な財

政上の措置をお願いしたい。 
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４ 高齢者保健福祉施策 

（老健局振興課） 

（老健局総務課認知症施策推進室） 

（社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課） 

 

（１）認知症や要介護状態、独居、虐待、管理できない疾患がある等の多

問題を抱える高齢者や家族を支援するために、安定的な財源確保と環

境整備を図っていただきたい。 

（２）セルフネグレクトの現状分析とともに、その支援体制や支援指針の

整備について検討していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）高齢者支援においては、認知症や要介護状態、独居、虐待、管理できな

い疾患がある等の多問題を抱える事例の増加や、家族への支援も併せて行う

ことから、個々の支援に多大な時間と労力が必要となり、併せて専門的スキ

ルが求められる。 

そのため、高齢者の総合相談を担当する地域包括支援センターでは、経験

値を積んだ職員の確保や専門性を高めていく人材育成が必要であり、民間事

業所に委託する際も十分な財源確保が必要である。このようなことを踏まえ、

財源確保や環境整備を支援していただきたい。 

 

（２）高齢者本人や家族が支援拒否などの意向を示すことにより、基本的人権

が保たれていない状況にあっても支援を開始できないセルフネグレクト（自

己放任）の事例が散見される。また、疾病や障害による判断力の低下、希望

の喪失や周囲への気兼ねなど、様々な要因によりセルフネグレクトに陥って

いる事例も少なくない。中には、ごみの撤去費用や人手不足などのため、解

決に時間を要して長期間そのまま放置される事例や、保健師等による粘り強

い支援を継続していても近隣住民等の地域の不安が高まる事例などもあり、

市町村は対応に苦慮している。 

高齢化の進展とともに、今後もセルフネグレクトの事例の増加が見込まれ

ることから、全国の実情をより明確にするとともに、必要な支援体制や支援

指針等の整備に向けた検討を行っていただきたい。 
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５ 精神保健福祉施策 

（社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課） 

（社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室） 

 

（１）差別や偏見のないあらゆる人が共生できる、精神障害者を支援する地

域包括ケアシステムの構築に向けて、関係する事業者が十分な役割を果

たせるよう安定的な財源を確保していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らす

ことができるよう、高齢者を対象とした地域包括ケアシステムと同様に、精

神障害者を支援する地域づくりを進める必要がある。また、長期入院精神障

害者の地域移行を進めるにあたっては、自治体や精神保健医療福祉の関係団

体、地域援助事業者、地域住民が連携し、差別や偏見のない、あらゆる人が

共生できる包括的な地域を構築していくことが必要である。自治体では、精

神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業等を実施してい

るが、関係機関が担える役割や、支援の活動費等、多くの課題に直面してい

る。そのため、地域特性に応じた独自施策において「精神障害者を支援する

地域包括ケアシステム」を構築できるよう、好事例の紹介や事業者が十分な

役割を果たせるよう安定的な財源を確保していただきたい。 
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６ 障害児者保健福祉施策 

（社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室） 

 

（１）発達障害児者への支援や健康づくり等の施策を推進するため、保健・

医療・福祉・教育等の省庁を超えた支援体制の強化や、支援に携わる専

門職の確保や育成等を推進していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）発達障害児への支援は、母子保健と児童福祉の連携により継続的に行っ

ているが、就労した以降にひきこもり等の課題が顕在化する事例も散見され

る。そのため、成人期に至るまでの切れ目のない支援に向けて、保健・医療・

福祉・教育等さまざまな関係機関の連携が重要であることから、省庁を超え

た支援体制の強化や、発達支援に携る専門医や言語聴覚士・臨床心理士等の

専門職の確保と育成を図っていただきたい。 

また、障害があっても健常者と同様に健康づくりのサービスを受ける機

会が得られるよう、個々の障害特性に合わせて必要となる支援の実態を把握

し、障害者の健康増進・教育・就労・生活支援等の切れ目のない施策化を図

っていただきたい。 
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７ 難病施策  

（健康局難病対策課） 

（１）難病の患者に対する医療等に関する法律（以下、「難病法」とする。）に

基づく医療費助成に係る事務の簡素化を図るとともに、認定期限の延長を

検討していただきたい。 

（２）難病指定医向けオンライン研修に係る都道府県の事務負担をなくして

いただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）難病法による特定医療費の支給認定事務は煩雑であり、申請者の認定申

請手続きの負担も大きい。保険者への適用区分照会の省略、臨床調査個人票

等支給認定に係る審査書類の簡素化・合理化を図るなど負担軽減策をお願い

したい。また、疾病によっては、病状が大きく変化することなく１年を推移

することを踏まえ、申請者の負担軽減、利便を図るため、申請書類の簡素化

や期限延長などの申請手続き等の改善をお願いしたい。 

 

（２）指定難病向けオンライン研修サービスが開始されたが、医師からの申請

に基づき，都道府県及び政令市がⅠＤ・パスワードを発行することとなって

おり、新たな事務が発生している。 

一方、小児慢性特定疾病の指定医向けオンライン研修では都道府県の事務

が特段発生することなく運用できている。そのため、難病指定医も同様の扱

いとなるよう改善をお願いしたい。 
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８ 健康危機管理（災害時） 

（健康局健康課） 

 

（１）災害発生直後から、市町村保健師が被災者支援に従事できるよう、

関係省庁と連携し、地域防災計画に保健師による二次的健康被災予防

の業務について明記していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

 

（１） 災害時の被災者の健康課題は、発生直後からフェーズごとに変化し、ま

た、医療や保健、生活環境等におけるニーズが中長期に多岐にわたり表面化

する。そのため、災害直後の早期から被災者支援を行うことが重要であり、

そのことにより防ぎ得る死と二次的健康被害の最小化につながる。    

平成 29 年度地域保健総合推進事業における調査では、地域防災計画上の

保健分野の保健師の役割は、市町村の 54.2％が救護所の運営に、13.8％は

被災者のトリアージに従事すると回答しており、炊き出しや死後の処置に従

事する自治体も 2～4％あった。そのため、保健師が災害発生直後から被災

者支援に従事できるよう、関係省庁と連携し、市町村地域防災計画の基とな

る災害対策基本法に、保健師による二次的健康被害の予防について明記して

いただきたい。  

また、被災市町村支援のために平常時から保健所と市町村の連携をより

一層図るよう努めていただきたい。 
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９ 生活困窮者の健康支援施策 

（社会・援護局保護課） 

（社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室） 

 

（１）生活困窮者に適切な健康支援や保健サービスが届くよう、保健・医

療・福祉等が連携した支援システムを構築していただきたい。 

 

＜要望の背景＞ 

（１）生活困窮者の健康格差の拡大や社会的孤立が危惧されている。生活保護

の開始理由は世帯主の傷病によるものが多く、また医療扶助実態調査による

と、一般診療の件数は、精神・行動の障害の入院患者を除くと循環器系疾患

などが多く、生活習慣の改善や早期受診などの適切な行動により予防可能な

疾患も多い実態があることから、生活困窮者への健康課題に対する専門的な

支援の充実が求められている。 

生活困窮者の自立支援の推進と健康格差の是正のためには、生活実態に合

わせた重症化予防対策を強化するとともに、関連施策との連携による疾病予

防対策や健康づくりが必要である。 

そのためには、生活困窮者全体の生活実態の把握を進めるとともに、必要

な健康支援や保健サービスが届くよう、保健・医療・福祉等が連携した支援

システムを構築していただきたい。 

 


